
■
一
般
事
務
職 

二
人
程
度
（
市
長
部
局
ま
た
は
、

教
育
委
員
会
な
ど
の
部
課
お
よ
び

そ
れ
ら
の
出
先
機
関
で
行
政
事
務

に
従
事
） 

■
一
般
技
術
職 

一
人
程
度
（
市
長
部
局
ま
た
は
、

出
先
機
関
で
専
門
技
術
的
業
務
に

従
事
） 

■
保
健
師 

一
人
（
市
長
部
局
ま
た
は
、
出

先
機
関
で
専
門
技
術
的
業
務
に
従
事
） 

■
消
防
職 

六
人
程
度
（
市
内
消
防
署
な
ど

で
消
防
士
と
し
て
勤
務
） 

■
病
院
事
務
職 

一
人
（
市
立
総
合
病
院
ま
た
は
、

老
人
保
健
施
設
で
医
療
事
務
、
医

療
相
談
業
務
に
従
事
） 

  ■
一
般
事
務
職 

大
学
卒
業
程
度
で
、
昭
和
五
十

四
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た

日
本
国
籍
を
有
す
る
方 

■
一
般
技
術
職 

大
学
卒
業
程
度
の
土
木
科
ま
た

は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
学
科
を
専

攻
し
た
方
で
、
昭
和
五
十
四
年
四

月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
日
本
国

籍
を
有
す
る
方 

■
保
健
師 

昭
和
五
十
一
年
四
月
二
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方
で
、
資
格
所
有 

（
見
込
み
）
者 

■
消
防
職 

大
学
卒
業
程
度
で
、
昭
和
五
十

四
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た

男
子 

■
病
院
事
務
職 

大
学
卒
業
程
度
で
、
昭
和
五
十

四
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た

日
本
国
籍
を
有
す
る
方
（
医
療
事

務
経
験
者
ま
た
は
医
療
事
務
な
ど

に
意
欲
の
あ
る
方
） 

※
い
ず
れ
の
職
も
、
地
方
公
務
員

法
第
十
六
条
の
各
号
（
成
年
被
後

見
人
な
ど
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
は
、
受
験
で
き
ま
せ
ん
。 
  

第
一
次
試
験
は
、
七
月
二
十
三

日
（
日
）
セ
ラ
ト
ピ
ア
土
岐
で
実

施
し
ま
す
。 

一
般
事
務
職
・
消
防
職
・
病
院

事
務
職
は
、
午
前
九
時
か
ら
教
養

試
験
お
よ
び
適
性
検
査
、
消
防
職

に
あ
っ
て
は
加
え
て
体
力
試
験
、

一
般
技
術
職
・
保
健
師
は
、
午
前

十
一
時
か
ら
専
門
試
験
、
適
性
検

査
、
作
文
試
験
を
実
施
し
ま
す
。 

第
一
次
試
験
の
合
格
発
表
は
、

八
月
中
旬
（
予
定
）
に
受
験
者
全

員
に
通
知
し
ま
す
。 

一
般
事
務
職
・
一
般
技
術
職
・

保
健
師
・
消
防
職
の
第
二
次
試
験

は
、
九
月
初
旬
（
予
定
）
に
、
文

化
プ
ラ
ザ
で
面
接
試
験
（
人
物
お

よ
び
常
識
的
知
識
に
つ
い
て
の
口

述
試
験
）
、
体
力
試
験
（
消
防
職

を
除
く
）
、
作
文
試
験
（
一
般
技

術
職
・
保
健
師
を
除
く
）
を
実
施

し
ま
す
。 

ま
た
、
病
院
事
務
職
の
第
二
次

試
験
は
、
八
月
下
旬
（
予
定
）
に
、

市
立
総
合
病
院
で
面
接
試
験
（
人

物
、
常
識
的
知
識
お
よ
び
専
門
知

識
に
つ
い
て
の
口
述
試
験
）
、
作

文
試
験
を
実
施
し
ま
す
。 

最
終
合
格
者
を
決
定
の
上
、
一

般
事
務
職
・
一
般
技
術
職
・
保
健

師
・
消
防
職
の
合
格
者
に
は
、
十

月
初
旬
（
予
定
）
に
、
病
院
事
務

職
の
合
格
者
に
は
、
九
月
初
旬 

（
予
定
）
に
通
知
し
、
来
年
二
月

上
旬
（
予
定
）
の
健
康
診
断
で
異

常
が
な
け
れ
ば
四
月
一
日
（
予
定
）

で
採
用
を
決
定
し
ま
す
。 

 
 ■

一
般
事
務
職
・
一
般
技
術
職
・

保
健
師
・
消
防
職
・
病
院
事
務
職 

▽
大
学
卒
＝
十
七
万
二
百
円 

※
原
則
と
し
て
、
毎
年
一
回
定
期

に
昇
給
し
ま
す
（
こ
の
数
字
は
、

現
行
の
額
で
あ
り
、
国
な
ど
の
改

正
に
準
じ
改
正
さ
れ
ま
す
）
。 

  

受
験
申
込
書
（
秘
書
広
報
課
職

員
係
で
交
付
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
六
月
一
日
か
ら
六
月
三

十
日
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
ま

で
に
同
係
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

   

詳
し
く
は
、
秘
書
広
報
課
職
員

係
（
内
線
２
０
７
）
へ
ど
う
ぞ
。 



■
助
産
師
・
看
護
師
・
准
看
護
師 

あ
わ
せ
て
三
十
人
程
度
（
市
立

総
合
病
院
ま
た
は
老
人
保
健
施
設

に
勤
務
） 

  

昭
和
三
十
六
年
四
月
二
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方
で
、
資
格
所
有 

（
見
込
み
）
者 

※
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
の
各

号
（
成
年
被
後
見
人
な
ど
）
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、
受
験

で
き
ま
せ
ん
。 

  

七
月
二
十
日
（
木
）
午
前
八
時

五
十
分
か
ら
、
市
立
総
合
病
院
で

面
接
試
験
（
人
物
、
常
識
的
知
識

お
よ
び
専
門
知
識
に
つ
い
て
の
口

述
試
験
）
、
作
文
試
験
を
実
施
し

ま
す
。 

合
格
者
を
決
定
の
上
、
八
月
上

旬
（
予
定
）
に
合
格
者
に
通
知
し
、

来
年
二
月
上
旬
（
予
定
）
の
健
康

診
断
で
異
常
が
な
け
れ
ば
、
四
月

一
日
（
予
定
）
で
採
用
を
決
定
し

ま
す
。 

  

■
助
産
師 

▽
大
学
卒
＝
二
十
万
七
千
五
百
円 

■
看
護
師 

▽
大
学
卒
＝
二
十
万
七
千
五
百
円 

▽
短
大
三
卒
＝
二
十
万
千
六
百
円 

■
准
看
護
師 

▽
准
看
護
師
養
成
所
卒
＝
十
五
万 

七
千
百
円 

※
原
則
と
し
て
、
毎
年
一
回
定
期 

に
昇
給
し
ま
す
（
こ
の
数
字
は
、

現
行
の
額
で
あ
り
、
国
な
ど
の
改

正
に
準
じ
改
正
さ
れ
ま
す
）
。 

  

受
験
申
込
書
（
市
立
総
合
病
院

総
務
課
で
交
付
）
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
六
月
一
日
か
ら
七
月

七
日
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
ま

で
に
同
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
資
格
所
有
者
の
方
に
つ
い
て
は
、

い
つ
で
も
募
集
し
て
い
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
市
立
総
合
病
院
総

務
課
（
　
○55
２
１
１
１
・
内
線
２

８
６
０
）
へ
ど
う
ぞ
。 

今臨時会で議決された議案などは、次の通りです。 
■人事案件　▽土岐市監査委員の選任同意 
■予算関係　▽平成17年度土岐市一般会計補正予算　
▽平成17年度土岐市曽木地区市有林管理特別会計補正
予算 
■条例関係　▽土岐市税条例の一部改正　▽土岐市都
市計画税条例の一部改正　▽中部圏都市開発区域の指
定に伴う土岐市固定資産税の不均一課税に関する条例
の一部改正　▽土岐市国民健康保険条例の一部改正　
▽土岐市消防団員等公務災害補償条例の一部改正　
▽土岐市立病院使用料、手数料及び利用料徴収条例の
一部改正 
■その他　▽中央本線土岐市構内３６６ｋ２５７ｍ付
近停車場踏切拡幅工事に関する協定の締結 
■常任・特別委員会などの構成（敬称略、◎＝委員長、
○＝副委員長） 
●議会運営委員会＝◎加藤昊司、○奥村関也、小関祥
子、塚本俊一、石川嘉康、金津保、柴田正　、山内房
壽 
●企画総務常任委員会＝◎水野敏雄、○宮地順造、小
関祥子、石川嘉康、奥村関也、森信行、三輪洋二、　
井由美子 
●文教厚生常任委員会＝◎久米要次、○山内房壽、速
水栄二、土本紳悟、柴田正　、布施素子、小栗恒雄 

●建設経済常任委員会＝◎佐分利　、○丹羽英治、塚
本俊一、日比野富春、加藤昊司、金津保、西尾　久 
●研究学園都市対策特別委員会＝◎土本紳悟、○　井
由美子、日比野富春、石川嘉康、奥村関也、金津保、
森信行、柴田正　、水野敏雄、西尾　久、宮地順造 
●首都機能対策・市街地活性化特別委員会＝◎速水栄
二、○布施素子、小関祥子、塚本俊一、加藤昊司、久
米要次、三輪洋二、佐分利　、山内房壽、小栗恒雄、
丹羽英治 
●行政改革特別委員会＝◎久米要次、○塚本俊一、日
比野富春、石川嘉康、柴田正　、水野敏雄、布施素子、
佐分利　 
●東濃西部広域行政事務組合議会議員＝三輪洋二、久
米要次、水野敏雄 
●東濃農業共済事務組合議会議員＝三輪洋二 
●農業委員会委員＝佐分利　 


